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墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の一部を改正する条例 

 墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例（平成９年墨田区条例第１５号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１備考ただし書を削る。 

   付 則 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、平成２４年４月分以後の保育料から

適用し、同年３月分以前の保育料については、なお従前の例による。 

 

 


